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号
証

作成年月日 作成者 立証趣旨 備考

甲
172

Tectonic Stress
and the Spectra ｏ
ｆ　Ｓｅｉｓｍｉｃ　Ｓｈｅ
ａｒ Waves from
Earthquakes

写 1970.9.10 James N.
BRUNE

壇ほか式で傾きを３分の１としてい
ることの科学的根拠付けとされてい
る論文が存在する事実。

甲
173

Simulating Strong
Motions of Large
Earthquakes Using
Recordings of
Small
Erathquakes: the
Loma Prieta
Mainshock as a
Test Case

写 1995.8 Arthur
Frankel

Frankelが、論文中で「断層面にわ
たって二乗平均した応力降下量は
地震モーメントに関して一定値をと
るというアスペリティ破壊モデルを
用いる」としている事実。

甲
174

原子力発電所の
火山影響ガイド

写 平成29年11
月29日改正

原子力規制
委員会

原子力規制委員会が火山影響評
価ガイドを制定している事実及び
その内容。

甲
175

大飯発電所３、４
号機の安全性向
上対策等に係るこ
れまでの審議の取
りまとめ（抄）

写 平成29年11
月

福井県原子
力安全専門
委員会

参加人の本件各原発にかかる火
山対策の内容について

甲
176

美浜・⼤飯・⾼浜
発電所の安全性
向上対策の実施
状況について（⼤
飯・⾼浜発電所に
おける事故制圧訓
練の結果など）

写 平成29年9月
22日

参加人 参加人の本件各原発にかかる火
山対策の内容について

標　　　　　　　　目
（原本・写しの別）
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作成年月日 作成者 立証趣旨 備考
標　　　　　　　　目
（原本・写しの別）

甲
177

【業務向け】地図
上の距離計測で
はじまる書面

写 2018年1月26
日

原告ら代理
人

大山（だいせん）から本件各原発ま
での距離が約189キロメートルであ
る事実。

号
証

作成年月日 作成者 立証趣旨 備考

甲
178

大山火山噴火履
歴の再検討

写 2017 山元孝広 約６万年前の国内最大規模のプリ
ニー式噴火である倉吉降下火砕
物（ＤＫＰ　倉吉火砕層）では大飯
原子力発電所よりもさらに遠い約２
００キロメートルの地点まで層厚５０
センチメートルの降下火砕物が及
んでいたこと、約８万年前にプリ
ニー式噴出である生竹降下火砕
物（ＤＮＰ　生竹浮石）は大山から
東南東約１９０キロメートルの京都
府越畑盆地で層厚３０センチメート
ルの降下火砕物が確認されたとの
研究論文が存在する事実及びそ
の内容。

甲
179

大山火山の火山
灰分布に関する情
報収集調査結果
について

写 平成30年2月
13日

参加人 参加人が、越畑地点でＤＮＰに対
比される火山灰を含む層は、その
層相と挟在する礫層により２層（２ａ
層、２ｃ層）に細分され、２ａ層は最
大２６センチメートル、２ｃ層は最大
１６センチメートルであると報告した
事実。
参加人は、２ａ層は礫の混入やラミ
ナなど流水により混入したと思われ
る痕跡を確認した、２ｃ層はラミナが
確認できなかったものの、礫を含
んでいることから流水の影響を否
定できない、として、本露頭におけ
るＤＮＰの層厚は、流水の影響によ
り降灰層厚として評価できない、と
した事実。

標　　　　　　　　目
（原本・写しの別）
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甲
180

新聞記事 写 2014年10月
22日

産経新聞 神戸大学巽好幸教授（マグマ学）
が、日本に壊滅的な被害をもたら
す「巨大カルデラ噴火」と呼ばれる
火山噴火は１００年以内に１％の確
立で発生すると予測している事
実。
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